
関
税
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
新
旧
対
照
条
文
目
次

○

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

○

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

４
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○

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
無
申
告
加
算
税
）

（
無
申
告
加
算
税
）

第
十
二
条
の
三

（
省

略
）

第
十
二
条
の
三

同

上

２
～
４

（
省

略
）

２
～
４

同

上

５

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
が

５

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
出
が
期
限
内
特
例
申
告
書
を
提
出
す
る
意
思
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
出
が
期
限
内
特
例
申
告
書
を
提
出
す
る
意
思
が

あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
し
て
さ
れ
た
も

あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
し
て
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
が
そ
の
提
出
期
限
か
ら
一

の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
が
そ
の
提
出
期
限
か
ら
二

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

６
・
７

（
省

略
）

６
・
７

同

上

（
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）

（
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）

第
十
四
条
の
二

（
省

略
）

第
十
四
条
の
二

同

上

２

国
税
通
則
法
第
七
十
二
条
第
二
項
（
国
税
の
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）
及
び
第
七

２

国
税
通
則
法
第
七
十
二
条
第
二
項
（
国
税
の
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）
及
び
第
七

十
三
条
（
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。
）
（
時
効
の
中
断
及
び
停
止
）
の
規
定
は
、

十
三
条
（
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。
）
（
時
効
の
中
断
及
び
停
止
）
の
規
定
は
、

関
税
の
徴
収
権
の
時
効
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一

関
税
の
徴
収
権
の
時
効
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一

項
中
「
部
分
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
国

項
中
「
部
分
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
国

税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
（
更
正
又
は
決

税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
（
更
正
又
は
決

定
に
よ
る
納
付
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
九
条
第
二
項
（
申
告
納
税
方
式
に

定
に
よ
る
納
付
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
九
条
第
二
項
（
申
告
納
税
方
式
に

よ
る
関
税
等
の
納
付
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
重
加
算
税
（
第
六
十
八
条
第
一

よ
る
関
税
等
の
納
付
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
重
加
算
税
（
第
六
十
八
条
第
一

項
又
は
第
二
項
（
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
国
税
の
重
加
算
税
）
の
規
定
に
よ
る
も

項
又
は
第
二
項
（
申
告
納
税
方
式
に
よ
る
国
税
の
重
加
算
税
）
の
規
定
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
重
加
算
税
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
国
税
」
と
あ
る

の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
重
加
算
税
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
国
税
」
と
あ
る

の
は
「
こ
れ
ら
の
関
税
」
と
、
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法

の
は
「
こ
れ
ら
の
関
税
」
と
、
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法

第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
と
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
国

第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
と
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
国
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税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
若
し
く
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
税
額

税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
税
額
の
還

の
還
付
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
関
税
を
納
付
す
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
関

付
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
関
税
を
納
付
す
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
関
税
を

税
を
納
付
し
な
い
で
輸
入
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
貨
物
に
係
る
」
と
、
「
又
は

納
付
し
な
い
で
輸
入
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
貨
物
に
係
る
」
と
、
「
法
定
納
期

国
外
転
出
等
特
例
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
所
得
税
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係

限
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
十
四
条
第
五
項
（
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）

る
」
と
、
「
法
定
納
期
限
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
十
四
条
第
五
項
（
更
正
、

に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
等
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
又

決
定
等
の
期
間
制
限
）
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
等
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項

は
賦
課
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
更
正
が
あ
つ
た
日
）

の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
賦
課
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
納
税
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
納
税
申
告
（
関
税
法
第

該
更
正
が
あ
つ
た
日
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
納
税
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「

七
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る
納
税
申
告
を
い
う
。
）

納
税
申
告
（
関
税
法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る

に
係
る
書
面
」
と
、
「
当
該
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
納
税
申
告
に
係
る
書

納
税
申
告
を
い
う
。
）
に
係
る
書
面
」
と
、
「
当
該
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
当

面
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
更
正
決
定
等
（
加
算
税
に
係
る
賦
課
決
定
を
除
く
。

該
納
税
申
告
に
係
る
書
面
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
更
正
決
定
等
（
加
算
税
に
係

）
」
と
あ
る
の
は
「
更
正
若
し
く
は
関
税
法
第
七
条
の
十
六
第
二
項
（
更
正
及
び

る
賦
課
決
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
更
正
若
し
く
は
関
税
法
第
七
条
の
十

決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
賦
課
決
定
（
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算

六
第
二
項
（
更
正
及
び
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
賦
課
決
定
（
過
少
申
告

税
又
は
重
加
算
税
に
係
る
賦
課
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
更
正
決

加
算
税
、
無
申
告
加
算
税
又
は
重
加
算
税
に
係
る
賦
課
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の

定
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と

号
に
お
い
て
「
更
正
決
定
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
国
税
」
と

、
同
条
第
四
項
中
「
延
納
、
納
税
の
猶
予
」
と
あ
る
の
は
「
延
納
」
と
、
「
部
分

あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
延
納
、
納
税
の
猶
予
」
と
あ
る
の
は

の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
と
、
「
延
滞
税
及
び
利
子
税
」
と
あ
る

「
延
納
」
と
、
「
部
分
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
と
、
「
延
滞
税

の
は
「
延
滞
税
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
国
税
（
附
帯
税
、
過
怠
税
及
び
国
税
」

及
び
利
子
税
」
と
あ
る
の
は
「
延
滞
税
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
国
税
（
附
帯
税

と
あ
る
の
は
「
関
税
（
附
帯
税
及
び
関
税
」
と
、
「
当
該
国
税
」
と
あ
る
の
は
「

、
過
怠
税
及
び
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
（
附
帯
税
及
び
関
税
」
と
、
「
当
該

当
該
関
税
」
と
、
「
国
税
に
係
る
延
滞
税
又
は
利
子
税
に
つ
い
て
の
国
税
」
と
あ

国
税
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
関
税
」
と
、
「
国
税
に
係
る
延
滞
税
又
は
利
子
税
に

る
の
は
「
関
税
に
係
る
延
滞
税
に
つ
い
て
の
関
税
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

つ
い
て
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
に
係
る
延
滞
税
に
つ
い
て
の
関
税
」
と
読

。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
省

略
）

３

同

上

（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）

（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）

第
六
十
九
条
の
十
一

次
に
掲
げ
る
貨
物
は
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
十
一

同

上

一

（
省

略
）

一

同

上

一
の
二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
（
定
義
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）
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
（
同
法
第
七
十
六
条
の
四
（
製
造
等
の
禁
止
）
に
規

定
す
る
医
療
等
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
輸
入
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
～
十

（
省

略
）

二
～
十

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

（
輸
入
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

（
輸
入
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

第
百
五
条
の
二

国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
九
（
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項

第
百
五
条
の
二

国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
九
（
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。

を
除
く
。
）
か
ら
第
七
十
四
条
の
十
一
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
ま
で

）
か
ら
第
七
十
四
条
の
十
一
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
ま
で
（
納
税
義

（
納
税
義
務
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
・
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
・

務
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
・
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
・
調
査
の
終

調
査
の
終
了
の
際
の
手
続
）
の
規
定
は
、
税
関
長
が
、
税
関
職
員
に
輸
入
者
に
対

了
の
際
の
手
続
）
の
規
定
は
、
税
関
長
が
、
税
関
職
員
に
輸
入
者
に
対
し
前
条
第

し
前
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の

一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
を
行

要
求
を
行
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

読
み
替
え
る
国
税
通

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
国
税
通

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

則
法
の
規
定

則
法
の
規
定

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上
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○

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
暫
定
税
率
）

（
暫
定
税
率
）

第
二
条

別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入

第
二
条

別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も

さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も

の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
三

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

第
七
条
の
三

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入

表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入

数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
六
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」

示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
六
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」

と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
え

と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
え

る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
動
日
」
と

る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
動
日
」
と

い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る

い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る

関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二

関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二

条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に

法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に

定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す

定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す

る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す

る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す

る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本

る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本

国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第
七
条
の
七
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定

国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第
七
条
の
七
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定

税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特

税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特
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別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国

別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国

（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て

（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
常
の
関

は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
常
の
関

税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
た

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
た

だ
し
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
〇
〇
一
・

だ
し
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
〇
〇
一
・

九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
〇
〇
三
・
九
〇

九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
〇
〇
三
・
九
〇

号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
項
に

。
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
項
に

掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年

掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年

度
中
の
当
該
各
項
の
飼
料
用
麦
で
あ
つ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も

度
中
の
当
該
各
項
の
飼
料
用
麦
で
あ
つ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る

の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
と
い
う
。
）
に

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
と
い
う
。
）

係
る
輸
入
数
量
（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間

に
係
る
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数

の
協
定
（
以
下
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
」
と
い
う
。
）
の
効
力
発
生
の
日
（
以

量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
六
項
に
お
い
て
「
協
定
対
象

下
「
協
定
発
効
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
前
の
期
間
に
係
る
も

外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

の
に
限
る
。
）
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料

用
麦
の
輸
入
数
量
（
協
定
発
効
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
の
期
間
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数

量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
六
項
に
お
い
て
「
協
定
対
象

外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

２
～
７

（
省

略
）

２
～
７

同

上

８

財
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初

８

財
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初

日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計

日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計

し
た
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ

し
た
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ

て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物
品
の
輸

て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物
品
の
輸

入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
並
び
に
当
該
輸
入
数
量
か
ら
当

入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
及
び
当
該
輸
入
数
量
か
ら
当
該

該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦

年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
の

の
輸
入
数
量
（
協
定
発
効
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に

輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
）
を

限
る
。
）
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦

翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
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の
輸
入
数
量
（
協
定
発
効
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の

ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平

に
限
る
。
）
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
）

成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
た
だ

を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各

し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
輸
入
基
準
数

項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（

量
を
超
え
た
各
項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
た

た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
輸
入
基
準

数
量
を
超
え
た
各
項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な

つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
四

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

第
七
条
の
四

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

表
第
一
の
七
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関

表
第
一
の
七
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関

税
を
課
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の

税
を
課
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の

規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭
和
六
十

規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭
和
六
十

一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税
価
格
の
加
重
平
均
価
格
又

一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税
価
格
の
加
重
平
均
価
格
又

は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
価
格

は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
価
格

と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
七

と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
七

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、
関
税
定
率
法
第
三

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、
関
税
定
率
法
第
三

条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に
よ
り
算
出
し
た
関

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に
よ
り
算
出
し
た
関

税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方

税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
五

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

第
七
条
の
五

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

税
定
率
法
別
表
第
〇
二
・
〇
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し

税
定
率
法
別
表
第
〇
二
・
〇
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し

た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。
）
又

た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。
）
又

は
同
表
第
〇
二
・
〇
二
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以

は
同
表
第
〇
二
・
〇
二
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
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下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
う
ち

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
う
ち

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二

条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に

条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に

定
め
る
税
率
と
す
る
。

定
め
る
税
率
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数

四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数

量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半

量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半

期
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年

期
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
生

各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
生

鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当

鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
と
す
る
。

す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
と
す
る
。

）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う

示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う

。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か

。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か

ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月

ら
当
該
年
度
の
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は

の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
協
定
発
効
日
前
の

冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
と
協
定
発

ア
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
」
と
い
う
。
）
の
効
力
発

効
日
以
後
の
期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

生
の
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
「
協
定
発
効
日
」

ア
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税

と
い
う
。
）
前
の
期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係
る
輸

関
長
が
認
め
た
も
の
（
第
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原

入
数
量
と
協
定
発
効
日
以
降
の
期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ

産
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
及
び
第
八
条
の
六
第
二

き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る

項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ

と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
（
同
条
第
一
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト

の
条
に
お
い
て
「
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前

ラ
リ
ア
原
産
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
及
び
第
八
条

年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
協
定

の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く

対
象
外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該

財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象

年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
第
三
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
協
定
対
象

外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

そ
の
超
え
る

外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
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こ
と
と
な
つ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸

と
な
つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と

入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

そ
の
超
え
る
こ
と

と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」

と
な
つ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な

と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で

つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な

つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
。

二

当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の

二

当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の

前
年
度
に
お
け
る
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年

前
年
度
に
お
け
る
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

各
年
度
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分

各
年
度
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数

の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数

量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財

量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財

務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数

務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数

量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年

量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年

度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
協
定
対
象

度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
協
定
対
象

外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務

外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入

基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該
年
度
の
翌
年
度

基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該
年
度
の
翌
年
度

の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の

の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の

五
月
一
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同

五
月
一
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同

年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で
。

２

（
省

略
）

２

同

上

３

財
務
大
臣
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍

３

財
務
大
臣
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍

牛
肉
の
各
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
各
輸
入
数
量
及
び
各
協

牛
肉
の
各
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
各
輸
入
数
量
及
び
各
協

定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は

定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は

冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成

冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成

二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
一
号
に

二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
一
号
に

係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
に
係

係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
に
係

る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
協
定

る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
協
定
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対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合

対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合

に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発

に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発

動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で

動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で

告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
六

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

第
七
条
の
六

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

税
定
率
法
別
表
第
〇
一
〇
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る

税
定
率
法
別
表
第
〇
一
〇
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
生

。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
生

き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
別
表
第
〇
二
〇
三
・
一
一
号
の
二
、
第

き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
別
表
第
〇
二
〇
三
・
一
一
号
の
二
、
第

〇
二
〇
三
・
一
二
号
の
二
、
第
〇
二
〇
三
・
一
九
号
の
二
、
第
〇
二
〇
三
・
二
一

〇
二
〇
三
・
一
二
号
の
二
、
第
〇
二
〇
三
・
一
九
号
の
二
、
第
〇
二
〇
三
・
二
一

号
の
二
、
第
〇
二
〇
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
〇
二
〇
三
・
二
九
号
の
二
に
掲
げ

号
の
二
、
第
〇
二
〇
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
〇
二
〇
三
・
二
九
号
の
二
に
掲
げ

る
豚
の
肉
、
同
表
第
〇
二
〇
六
・
三
〇
号
の
二
の
㈡
及
び
第
〇
二
〇
六
・
四
九
号

る
豚
の
肉
、
同
表
第
〇
二
〇
六
・
三
〇
号
の
二
の
㈡
及
び
第
〇
二
〇
六
・
四
九
号

の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
〇
二
一
〇
・
一
一
号
、
第
〇
二
一
〇

の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
〇
二
一
〇
・
一
一
号
、
第
〇
二
一
〇

・
一
二
号
、
第
〇
二
一
〇
・
一
九
号
及
び
第
〇
二
一
〇
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る

・
一
二
号
、
第
〇
二
一
〇
・
一
九
号
及
び
第
〇
二
一
〇
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る

豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同
表
第
一
六
〇
二
・
四
一
号
の
一
、
第
一
六
〇
二
・
四
二

豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同
表
第
一
六
〇
二
・
四
一
号
の
一
、
第
一
六
〇
二
・
四
二

号
の
一
及
び
第
一
六
〇
二
・
四
九
号
の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等

号
の
一
及
び
第
一
六
〇
二
・
四
九
号
の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等

（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等

（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る

も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か

も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
第
〇
一
〇
三
・
九
二
号
の
⑴
中
「
同
表
第
一
項
第
一
号

わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
第
〇
一
〇
三
・
九
二
号
の
⑴
中
「
同
表
第
一
項
第
一
号

」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
〇
二
〇
三
・
一
一
号
の
二

」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
〇
二
〇
三
・
一
一
号
の
二

の
⑴
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同

の
⑴
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同

表
第
〇
二
〇
三
・
一
二
号
の
二
の
⑴
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「

表
第
〇
二
〇
三
・
一
二
号
の
二
の
⑴
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「

同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
〇
二
一
〇
・
一
一
号
の
⑴
中
「
同
表
第
四
項

同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
〇
二
一
〇
・
一
一
号
の
⑴
中
「
同
表
第
四
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
四
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
四
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表

に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三
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四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
第
八
条
の
六
第

四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
第
八
条
の
六
第

二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下

二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に

お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま

お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま

で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に

で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に

百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

る
数
量
を
超
え
た
場
合

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の

る
数
量
を
超
え
た
場
合

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の

翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二

翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二

月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
第
七

月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
第
七

項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日

項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日

ま
で

ま
で
。

二

当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去

二

当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去

三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の

三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の

一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ

一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
初
日

め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
初
日

（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一

（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一

日
。
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
年
度

日
。
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
年
度

の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で
。

２

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中

２

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中

の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

る
数
量
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場

る
数
量
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場

合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の

合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の

翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
項
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。

翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
項
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。

）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の

）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の

率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

３
～
６

（
省

略
）

３
～
６

同

上

７

財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

７

財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い

、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い
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る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の

る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の

輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が

輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が

告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は

告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は

第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で

該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で

に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸

に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸

入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に
係
る
発
動
日
（
第
三

入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に
係
る
発
動
日
（
第
三

項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を

項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の

別
表
第
一

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の

二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係
）

二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係
）

関
税
定
率
法

関
税
定
率
法

品

名

税

率

品

名

税

率

別
表
の
番
号

別
表
の
番
号

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

○
四
〇
二
・
一
〇

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の

○
四
〇
二
・
一
〇

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の

も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・

も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・

五
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

五
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一

砂
糖
を
加
え
た
も
の

一

砂
糖
を
加
え
た
も
の

（
省

略
）

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中

等
教
育
学
校
の
前
期
課

等
教
育
学
校
の
前
期
課

程
を
含
む
。
）
、
夜
間

程
を
含
む
。
）
、
夜
間

に
お
い
て
授
業
を
行
う

に
お
い
て
授
業
を
行
う

課
程
を
置
く
高
等
学
校

課
程
を
置
く
高
等
学
校

（
中
等
教
育
学
校
の
後

（
中
等
教
育
学
校
の
後
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期
課
程
を
含
む
。
）
、

期
課
程
を
含
む
。
）
、

特
別
支
援
学
校
若
し
く

特
別
支
援
学
校
若
し
く

は
幼
稚
園
の
児
童
、
生

は
幼
稚
園
の
児
童
、
生

徒
若
し
く
は
幼
児
、
政

徒
若
し
く
は
幼
児
又
は

令
で
定
め
る
児
童
福
祉

政
令
で
定
め
る
児
童
福

施
設
の
児
童
又
は
児
童

祉
施
設
の
児
童
の
給
食

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

年
法
律
第
百
六
十
四
号

（
以
下
こ
の
項
に
お
い

）
第
六
条
の
三
第
九
項

て
「
学
校
等
給
食
用
の

、
第
一
〇
項
若
し
く
は

も
の
」
と
い
う
。
）
及

第
一
二
項
に
規
定
す
る

び
配
合
飼
料
の
う
ち
政

事
業
に
よ
る
保
育
を
受

令
で
定
め
る
も
の
の
製

け
る
児
童
の
給
食
の
用

造
に
使
用
す
る
た
め
の

に
供
さ
れ
る
も
の
（
以

も
の
（
以
下
こ
の
項
に

下
こ
の
項
に
お
い
て
「

お
い
て
「
飼
料
用
の
も

学
校
等
給
食
用
の
も
の

の
」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）
及
び
配

合
飼
料
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
も
の
の
製
造
に

使
用
す
る
た
め
の
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
飼
料
用
の
も
の
」

と
い
う
。
）

⑴

学
校
等
給
食
用
の
も

⑴

学
校
等
給
食
用
の
も

の
の
う
ち

の
の
う
ち

こ
の
号
の
二
の
㈠

こ
の
号
の
二
の
㈠

の
⑴
及
び
第
〇
四

の
⑴
及
び
第
〇
四

〇
二
・
二
一
号
の

〇
二
・
二
一
号
の

二
の
㈠
に
掲
げ
る

二
の
㈠
に
掲
げ
る
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粉
状
、
粒
状
そ
の

粉
状
、
粒
状
そ
の

他
の
固
形
状
の
ミ

他
の
固
形
状
の
ミ

ル
ク
及
び
ク
リ
ー

ル
ク
及
び
ク
リ
ー

ム
の
う
ち
学
校
等

ム
の
う
ち
学
校
等

給
食
用
の
も
の
に

給
食
用
の
も
の
に

つ
い
て
、
七
、
二

つ
い
て
、
七
、
二

六
四
ト
ン
を
基
準

六
四
ト
ン
を
基
準

と
し
、
当
該
年
度

と
し
、
当
該
年
度

に
お
け
る
国
内
需

に
お
け
る
国
内
需

要
見
込
数
量
、
国

要
見
込
数
量
、
国

際
市
況
そ
の
他
の

際
市
況
そ
の
他
の

条
件
を
勘
案
し
て

条
件
を
勘
案
し
て

政
令
で
定
め
る
数

政
令
で
定
め
る
数

量
（
以
下
こ
の
項

量
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
学
校

に
お
い
て
「
学
校

等
給
食
用
の
脱
脂

等
給
食
用
の
脱
脂

粉
乳
に
係
る
共
通

粉
乳
に
係
る
共
通

の
限
度
数
量
」
と

の
限
度
数
量
」
と

い
う
。
）
以
内
の

い
う
。
）
以
内
の

も
の

無
税

も
の

無
税

⑵

飼
料
用
の
も
の
の
う

⑵

飼
料
用
の
も
の
の
う

ち

ち

学
校
等
給
食
用
以

学
校
等
給
食
用
以

外
の
脱
脂
粉
乳
に

外
の
脱
脂
粉
乳
に

係
る
共
通
の
限
度

係
る
共
通
の
限
度

数
量
以
内
の
も
の

無
税

数
量
以
内
の
も
の

無
税

㈡

そ
の
他
の
も
の

㈡

そ
の
他
の
も
の

⑴

独
立
行
政
法
人
農
畜

⑴

独
立
行
政
法
人
農
畜

産
業
振
興
機
構
が
加

産
業
振
興
機
構
が
加
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工
原
料
乳
生
産
者
補

工
原
料
乳
生
産
者
補

給
金
等
暫
定
措
置
法

給
金
等
暫
定
措
置
法

第
一
三
条
第
一
項
に

第
一
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
数
量
の
範

規
定
す
る
数
量
の
範

囲
内
で
輸
入
す
る
も

囲
内
で
輸
入
す
る
も

の
及
び
同
条
第
二
項

の
及
び
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
農
林
水

に
規
定
す
る
農
林
水

産
大
臣
の
承
認
を
受

産
大
臣
の
承
認
を
受

け
て
輸
入
す
る
も
の

二
五
％

け
て
輸
入
す
る
も
の

二
五
％

⑵

そ
の
他
の
も
の
の
う

⑵

そ
の
他
の
も
の
の
う

ち

ち

学
校
等
給
食
用
以

学
校
等
給
食
用
以

外
の
脱
脂
粉
乳
に

外
の
脱
脂
粉
乳
に

係
る
共
通
の
限
度

係
る
共
通
の
限
度

数
量
以
内
の
も
の

二
五
％

数
量
以
内
の
も
の

二
五
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

一
七
・
○
三

糖
み
つ
（
砂
糖
の
抽
出
又
は
精
製
の

際
に
生
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

一
七
○
三
・
一
〇

甘
し
や
糖
み
つ

二

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

関
税
定
率
法
第
一
三
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
も
の
の
う

ち
ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造

用
の
も
の
の
う
ち
、

こ
の
号
の
二
及
び
第

一
七
〇
三
・
九
〇
号

の
二
に
掲
げ
る
糖
み
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つ
に
つ
い
て
、
当
該

年
度
に
お
け
る
か
ん

し
よ
そ
の
他
の
ア
ル

コ
ー
ル
製
造
用
原
料

品
の
需
給
そ
の
他
の

条
件
を
勘
案
し
て
政

令
で
定
め
る
数
量
（

以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
共
通
の
限
度
数

量
」
と
い
う
。
）
以

内
の
も
の

無
税

一
七
○
三
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

関
税
定
率
法
第
一
三
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
も
の
の
う

ち
ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造

用
の
も
の
で
、
共
通

の
限
度
数
量
以
内
の

も
の

無
税

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
三

段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
三

段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

税

率

税

率

関

税

定

率

法

平
成
七

平
成
八

平
成
九

平
成
一

平
成
一

平
成
一

関

税

定

率

法

平
成
七

平
成
八

平
成
九

平
成
一

平
成
一

平
成
一

年
四
月

年
四
月

年
四
月

○
年
四

一
年
四

二
年
四

年
四
月

年
四
月

年
四
月

○
年
四

一
年
四

二
年
四

一
日
か

一
日
か

一
日
か

月
一
日

月
一
日

月
一
日

一
日
か

一
日
か

一
日
か

月
一
日

月
一
日

月
一
日

ら
平
成

ら
平
成

ら
平
成

か
ら
平

か
ら
平

か
ら
平

ら
平
成

ら
平
成

ら
平
成

か
ら
平

か
ら
平

か
ら
平

品

名

八
年
三

九
年
三

一
○
年

成
一
一

成
一
二

成
二
八

品

名

八
年
三

九
年
三

一
○
年

成
一
一

成
一
二

成
二
七
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月
三
一

月
三
一

三
月
三

年
三
月

年
三
月

年
三
月

月
三
一

月
三
一

三
月
三

年
三
月

年
三
月

年
三
月

日
ま
で

日
ま
で

一
日
ま

三
一
日

三
一
日

三
一
日

日
ま
で

日
ま
で

一
日
ま

三
一
日

三
一
日

三
一
日

に
輸
入

に
輸
入

で
に
輸

ま
で
に

ま
で
に

ま
で
に

に
輸
入

に
輸
入

で
に
輸

ま
で
に

ま
で
に

ま
で
に

別

表

の

番

号

さ
れ
る

さ
れ
る

入
さ
れ

輸
入
さ

輸
入
さ

輸
入
さ

別

表

の

番

号

さ
れ
る

さ
れ
る

入
さ
れ

輸
入
さ

輸
入
さ

輸
入
さ

も
の

も
の

る
も
の

れ
る
も

れ
る
も

れ
る
も

も
の

も
の

る
も
の

れ
る
も

れ
る
も

れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

〇
四
〇
二
・
一
〇

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
も
の
（
脂
肪

〇
四
〇
二
・
一
〇

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
も
の
（
脂
肪

分
が
全
重
量
の
一
・
五
％
以
下
の
も
の
に
限
る

分
が
全
重
量
の
一
・
五
％
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）

。
）

一

砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う
ち

一

砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う
ち

（
省

略
）

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
、
夜
間
に

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
、
夜
間
に

お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
を
置
く
高

お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
を
置
く
高

等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

程
を
含
む
。
）
、
特
別
支
援
学
校
若

程
を
含
む
。
）
、
特
別
支
援
学
校
若

し
く
は
幼
稚
園
の
児
童
、
生
徒
若
し

し
く
は
幼
稚
園
の
児
童
、
生
徒
若
し

く
は
幼
児
、
政
令
で
定
め
る
児
童
福

く
は
幼
児
又
は
政
令
で
定
め
る
児
童

祉
施
設
の
児
童
又
は
児
童
福
祉
法
第

福
祉
施
設
の
児
童
の
給
食
の
用
に
供

六
条
の
三
第
九
項
、
第
一
〇
項
若
し

さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

く
は
第
一
二
項
に
規
定
す
る
事
業
に

て
「
学
校
等
給
食
用
の
も
の
」
と
い

よ
る
保
育
を
受
け
る
児
童
の
給
食
の

う
。
）
及
び
配
合
飼
料
の
う
ち
政
令

用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項

で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る

に
お
い
て
「
学
校
等
給
食
用
の
も
の

た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

」
と
い
う
。
）
及
び
配
合
飼
料
の
う

て
「
飼
料
用
の
も
の
」
と
い
う
。
）

ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使

の
う
ち

用
す
る
た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
飼
料
用
の
も
の
」
と
い

う
。
）
の
う
ち

別
表
第
一
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号

別
表
第
一
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号

の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
税
率
の
適
用

の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
税
率
の
適
用

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

一
キ
ロ

一
キ
ロ

一
キ
ロ

一
キ
ロ

一
キ
ロ

一
キ
ロ

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

に
つ
き

に
つ
き

に
つ
き

に
つ
き

に
つ
き

に
つ
き

一
〇
五

一
〇
二

一
〇
〇

九
七
円

九
四
円

九
二
円

円
三
三

円
六
七

円

三
三
銭

六
七
銭

銭

銭

㈡

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

㈡

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち
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別
表
第
一
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号

別
表
第
一
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号

の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
税
率
の
適
用

の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
税
率
の
適
用

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

二
四
・

二
三
・

二
三
・

二
二
・

二
一
・

二
一
・

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

四
％
及

八
％
及

二
％
及

五
％
及

九
％
及

三
％
及

び
一
キ

び
一
キ

び
一
キ

び
一
キ

び
一
キ

び
一
キ

ロ
グ
ラ

ロ
グ
ラ

ロ
グ
ラ

ロ
グ
ラ

ロ
グ
ラ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

ム
に
つ

ム
に
つ

ム
に
つ

ム
に
つ

ム
に
つ

き
一
〇

き
一
〇

き
一
〇

き
九
七

き
九
四

き
九
二

五
円
三

二
円
六

〇
円

円
三
三

円
六
七

円

三
銭

七
銭

銭

銭

（
省

略
）

（
省

略
）

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

(

省
略)

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
三
の
二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
準
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
三
の
二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
準
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

基

準

輸

入

価

格

基

準

輸

入

価

格

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

項

名

号

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
二
八

項

名

号

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
二
七

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
六

輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
の
六

輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

税

率

税

率

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

項

名

品

目

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
二
八

項

名

品

目

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
二
七

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
七

課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
対
象
品
目
表
（
第
七
条
の
四
関
係
）

別
表
第
一
の
七

課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
対
象
品
目
表
（
第
七
条
の
四
関
係
）

項

名

品

目

項

名

品

目
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一
～
一
〇
一

（
省

略
）

一
～
一
〇
一

同

上

一
〇
二

関
税
率
表
第
五
〇
〇
二
・
○
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

一
〇
二

関
税
率
表
第
五
〇
〇
二
・
○
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

玉
糸
以
外
の
も
の
で
繊
度
が
二
一
中
の
も
の

玉
糸
以
外
の
も
の
で
繊
度
が
二
一
中
の
も
の
で
政
令
で
定
め
る
規
格
の
も
の

一
〇
三

関
税
率
表
第
五
〇
〇
二
・
○
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

玉
糸
以
外
の
も
の
で
繊
度
が
二
一
中
の
も
の
で
政
令
で
定
め
る
規
格
以
外
の
も
の

一
○
三

（
省

略
）

一
○
四

同

上

一
○
四

（
省

略
）

一
〇
五

同

上

別
表
第
一
の
八

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
八

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

税

率

税

率

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
二
八

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
二
七

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上


